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学 長 裁 定

１ 教員の個人評価の結果は，本学及び部局等の教育研究等の改善に役立てるとともに，

教員個人の処遇に反映させるため活用する。

２ 教員個人への処遇については，総合評価で「評価の高い教員 「問題のある教員」」，

に対し，適切な措置を講ずるものとし，評価結果による序列化は行わない。

３ 評価の高い教員 に対しては その活動の一層の向上を促すため 給与上の措置 就「 」 ， ， （

業規則に基づく特別昇給等）等を講ずる。

４「問題のある教員」に対しては，部局の長等が必要により活動の改善についての適切な

指導及び助言を行う。

５ 問題があり改善を要するとされた教員で，次期評価時においても「問題のある教員」

と評価された場合は，状況等に応じて給与上の措置（就業規則に基づく昇給延伸等）又

は身分上の措置（就業規則に基づく配置換，降格，解雇等）を講ずることがある。

， 「 」６ 前項の措置を講ずる場合は 学長が当該部局の長等からの申し出により 調査委員会

を設置し，その調査に基づき必要に応じて教育研究評議会の下に「審議委員会」を設置

して，措置の検討を行わなければならない。

７ 学長は，５項の措置を講ずる必要が生じた部局の長等の監督責任に対し，必要により

注意を与える。




